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１ 入札等実施要領

１ 業務概要

(1) 実施団地概要

別冊１「仕様書（別表 対象団地一覧表）」参照

(2) 業務概要

ＵＲ賃貸住宅における雑排水管等の清掃等業務

(3) 履行期間

平成 30年 10 月１日～平成 33年 9 月 30 日

（注）当該業務対象団地について

当該業務対象団地は、一部又は全部の用途廃止、所有者への返還、新規建設などによ

り、増減する場合がある。

２ 競争参加資格確認申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法

本競争の参加希望者は、下記３に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

次に従い、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び技術資料を提出し、

発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

２ 競争参加資格等１(２)イに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に

従い申請書及び技術資料を提出することができる。この場合において、２ 競争参加

資格等１(１)及び(２)ロ～ヘに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加

資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するため

には、開札の時において２ 競争参加資格等１(２)イに掲げる事項を満たしていなけ

ればならない。

この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。

（1）一般競争参加資格の申請

① 提出期間：平成 30 年 4 月 6 日（金）から平成 30 年 5 月 31 日（木）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後 4 時まで（ただし、

正午から午後１時の間は除く。）

② 問い合わせ先

  〒536－8550

  大阪府大阪市森之宮１-6-85

  独立行政法人都市再生機構西日本支社  総務部契約課

  電話 06－6969－9019

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認め

られた者は、本入札に参加することができない。

（2）申請書及び技術資料の申請

① 提出期間：平成 30年 4月 6日(金)から平成 30 年 5月 31 日（木）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日

② 受付時間：午前 10時から午後４時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く。）

③ 提出場所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1－4－2 千里ライフサイエン



スセンタービル 19階

        独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社ＵＲコミュニテ

         ィ千里住まいセンター お客様相談課  電話06-6871-0515（音声

案内④）

④ 提出方法：申請書及び技術資料の提出は、提出場所へ持参することにより行うも

のとする。

３ 技術資料の作成様式

(1) 技術資料の作成様式

①から⑮までについて各様式に記載し、所定の添付資料を添えて、上記２により提

出すること（詳細は、別冊２「技術資料等作成様式集」参照）。

① 競争参加資格確認申請書 （様式１）

② 会社概要書 （様式２－１）

③ 業務実績申告書（請負規模） （様式２－２）

④ 業務実績申告書（継続年数） （様式２－３）

⑤ 個人情報保護への取組みに関する申告書 （様式２－４）

⑥ 品質保証・品質確保への取組みに関する申告書 （様式２－５）

⑦ 環境への配慮に関する申告書 （様式２－６）

⑧ 労働関係法規遵守状況の申告書（障害者雇用他） （様式２－７）

⑨ 有資格者に関する申告書            （様式３－１）

⑩ 管理技術者等に係る申告書 （様式３－２）

⑪ 緊急時の対応に係る申告書（到着時間・実施体制） （様式４－１）

⑫ 安全管理・危機管理体制に係る申告書 （様式４－２）

⑬ 社内研修体制等に係る申告書 （様式４－３）

⑭ 業務マニュアル等の整備に係る申告書 （様式４－４）

⑮ 顧客対応向上に資する研修体制及び業務マニュアル等に係る申告書（様式４－５）

注）作成様式はすべて日本工業規格Ａ４縦長（添付する資料はＡ４横長も可とする。）

とし、枚数が不足する場合は頁を追加すること。

(2) 技術資料の評価に関する事項

① 技術資料の評価に関する基準

技術資料の評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、３ ＵＲ賃貸住宅

雑排水管等清掃業務の評価項目、評価基準及び得点配分についてのとおりとする。

② 評価する技術資料

①に基づき、次のとおり技術資料を評価する。

・企業の経験及び能力に係る評価 ：様式２－１～様式２－７

・配置予定者の経験及び能力に係る評価 ：様式３－１～様式３－２

・業務の実施体制に係る評価 ：様式４－１～様式４－５

（いずれも添付資料を含む。）

(3) 共同企業体及び事業協同組合に係る取扱い



共同企業体及び中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 条）に基づく事業協

同体（以下「共同体」と総称する。）としての競争参加を希望する場合も(1)の資料を

提出すること。

なお、共同体として参加する場合の技術資料に係る実績等の評価方法については、

次のとおりとする。

評価等項目 評価となる単位･基準

① 競争参加資格確認申請書 共同体の事務所又は共同体代表者の事務所

② 会社概要書 共同体代表者の営業年数

③ 業務実績申告書（請負規模） 共同体構成員の請負実績

④ 業務実績申告書（継続年数） 共同体構成員の請負実績のうち最長値

⑤ 個人情報保護への取組みに関する申告書 共同体構成員の取組状況※

⑥ 品質保証・品質確保への取組みに関する申告書 拠点事務所の取組状況

⑦ 環境への配慮に関する申告書 共同体構成員の取組状況※

⑧ 労働関係法規遵守状況の申告書（障害者雇用他） 共同体構成員の取組状況※

⑨ 有資格者に関する申告書  （様式３－１） 共同体の計画する体制・取組状況

⑩ 管理技術者等に係る申告書（様式３－２） 共同体構成員の総合計

⑪ 緊急時の対応に係る申告書（到着時間・実施体制） 共同体の計画する体制・取組状況

⑫ 安全管理・危機管理体制に係る申告書 共同体の計画する体制・取組状況

⑬ 社内研修体制等に係る申告書 共同体構成員の取組状況※

⑭ 業務マニュアル等の整備に係る申告書 共同体構成員の取組状況※

⑮ 顧客対応向上に資する研修体制及び業務マニュアル等に係る申告書 共同体構成員の取組状況※

※全ての構成員が満たしている場合にのみ加点

(4) 技術資料作成にあたっての留意事項

① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

② 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

③ 提出された技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。

④ 提出された技術資料は返却しないものとする。

⑤ 技術資料に虚偽の記載をした場合は、当該資料を無効とするとともに、虚偽の記

載をした者に対して指名停止を行うことがあるものとする。

⑥ 技術資料に記載した業務実施体制（管理技術者・緊急時対応・業務連絡体制等）

については、業務の履行条件となる。当該業務の請負者として決定された場合は、

業務開始前に改めて具体的な体制等を記載した業務計画書を当社に提出していた

だくが、技術資料に記載した内容と異なる体制での業務の実施は認められない。

ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合には、代替の体制等が申告した

内容と同等以上であることにつき、当社の了解を得なければならないものとする。

⑦ 共同体として参加する場合、履行期間中における共同体構成員間による実施体制

等の変更は認められない。

⑧ 落札者には、今回提出された技術資料は、「提案仕様書」として、仕様書と同様

に業務の一部等として実施するものとする。



４ 本説明書に係る質問事項の受付及び回答

(1) 本説明書に対して質問がある場合においては、次のとおり、書面（様式は任意）

により提出すること。

① 受付期間：平成 30年 4月 6日（金）から平成 30年 7 月 2日（月）まで

② 受付時間、受付場所：２（2）②、③に同じ

③ 提出方法：提出場所へ持参又は受付期間内必着での書留郵便による郵送とする。

電送によるものは受け付けない。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。

(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。

① 閲覧期間：平成 30年 7月 9日（月）から平成 30年 7 月 13 日（金）まで

② 閲覧時間及び閲覧場所：２（2）②、③に同じ

５ 入札手続き等

(1)  競争参加資格の確認通知等

① 競争参加資格の確認通知

申請書及び技術資料を提出した者について、当社の審査を行い、本入札に参加す

る資格を有する者を選定し、平成 30 年 6 月 11 日（月）までにその旨を通知する。

ただし、技術資料提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時ま

での期間に指名停止措置を受けた者は選定しない。

また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その

旨を当該者に通知する。

なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。

(2) 苦情申立て

① 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がない

と認めた理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めるこ

とができる。

イ 提出期限： 平成30年6月20日（水）午後４時

ロ 提出場所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1－4－2 千里ライフサイエン

スセンタービル 19階

        独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社ＵＲコミュニティ

千里住まいセンター お客様相談課  電話06-6871-0515（音声案内

④）

ハ 提出方法： 提出場所へ持参するものとする。

② 発注者は、説明を求められたときは、平成30年6月29日（金）までに、説明

を求めた者に対し書面により回答する。

ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期

間を延長することがある。

③ 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと

認められるときは、その申立てを却下する。

④ 発注者は、②の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答



５月実施）」の「要改善」評価の割合に応じて、技術評価点合計点から減点するこ

ととする。

入札価格が当社であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、

上記によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となる

べき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなさ

れないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められると

きは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たし

た他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者となる

べき者を決定する。

④ 低入札価格調査

落札者となるべき者の入札価格が、当社の予定価格の70％に満たない場合には、

落札決定を保留し、当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認

められるか否かについて、当該入札を行った者に対する事情聴取等の調査を実施す

る。当該入札を行った者は、低入札価格調査に係る調査書類の提出等、入札心得書

第８条第２項に定める調査に協力すること。

⑤ 入札書及び入札根拠資料に記載する価格について

入札書及び入札根拠資料に記載する価格については、団地概要書に用途廃止・管

理開始等による物量の変更についての記載がある場合にも、物量の変更の予定が変

更されることもあることから、その物量の変更を加味せず積算を行った価格を記載

すること。なお、団地概要書に物量の変更の予定の記載の有無にかかわらず、契約

期間中に物量の変更があった場合には、物量の変更に伴う変更契約協議を行う。

６ 追加公募手続への移行

本件業務において、入札に参加する者が独立行政法人都市再生機構の関係法人（独

立行政法人都市再生機構の関係法人が代表者となる共同企業体を含む）１者の場合は、

再公募に準じて、開札を中断し、以下の追加公募手順を踏まえたところで開札を行う。

なお、当初の入札者は、申請書、技術資料並びに入札書の再提出は必要ない。

(1) 追加公募手続による競争参加資格の確認

① 本競争の参加希望者は、２ 競争参加資格等に掲げる競争参加資格を有すること

を証明するため、次に従い、申請書及び技術資料を提出し、発注者から競争参加資

格の有無について確認を受けなければならない。

２ 競争参加資格等１（2）イの認定を受けていない者も次に従い申請書及び技

術資料を提出することができる。この場合において、２ 競争参加資格等１（1）

ロ～ハまでに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて２ 競争参加

資格等１（2）イに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があ

ることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開

札の時において２ 競争参加資格等１（2）イに掲げる事項を満たしていなければ



ならない。

この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。

（2）一般競争参加資格の申請

① 提出期間：上記２（1）①に同じ

② 問い合わせ先：上記２（1）②に同じ

なお、期限までに申請書及び技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がない

と認められた者は、本競争に参加することができない。

（3）申請書及び技術資料の申請

① 提出期間： 平成30年７月17日（火）から平成30年７月31日（火）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後４時まで（ただし、正

午から午後１時の間は除く。）

② 提出場所： 上記２（2）③に同じ

③ 提出方法： 申請書及び技術資料の提出は、提出場所へ持参により行うものとす

る。

④ 申請書は、様式１により作成すること。

⑤ 技術資料は、３（1）（2）（3）に従い作成すること。

⑥ 競争参加資格の確認は、申請書及び技術資料の提出期限の日をもって行うもの

とし、その結果は平成30年８月10日（金）までに通知する。

⑦ 技術資料作成にあたっての留意事項は３（4）による。

(2) 追加公募手続きによる苦情申立て

① 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと

認めた理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることが

できる。

イ 提出期限： 平成30年8月21日（火）午後４時

ロ 提出場所： ５（2）①ロに同じ

ハ 提出方法： 提出場所へ持参するものとする。

② 発注者は、説明を求められたときは、平成30年8月31日（金）までに、説明を

求めた者に対し書面により回答する。

ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間

を延長することがある。

③ 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認

められるときは、その申立てを却下する。

④ 発注者は、②の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を

行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。

⑤ 本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続き等に関し、「政府調達に

関する苦情の処理手続（平7.12.14付政府調達苦情処理推進本部決定）」により、

政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。

(3) 追加公募手続による入札説明書に対する質問

①この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は



自由）により提出すること。

イ 受付期間：平成 30年７月 17 日（火）から平成 30年 9 月 3日（月）まで

ロ 受付時間、受付場所：２（2）②、③に同じ

ハ 提出方法：提出場所へ持参又は受付期間内必着での書留郵便による郵送と

する。電送によるものは受け付けない。なお、封筒に質問書在中の

旨を朱書すること。

② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

イ 期間： 平成30年９月10日（月）から平成30年９月13日（木）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後４時まで（ただ

し、正午から午後１時の間は除く。）

ロ 閲覧時間及び閲覧場所：２②、③に同じ

(4) 追加公募手続による入札書の提出期限、提出場所及び提出方法

① 提出期限： 平成30年9月12日（水）午後4時まで

② 提出場所： ５（3）①に同じ

③ 提出方法： 提出期限までに同日必着での一般書留郵便による郵送とし、提

出先への持参又は電送によるものは受け付けない。

(5) 追加公募手続による開札の日時及び場所

イ 日時： 平成30年9月14日（金）（開札時間については、別途通知による）

ロ 場所： ５（3）②に同じ

※(3)の提出期間において申請書及び技術資料の提出がない場合は、平成30年7

月31日（火）午後4時に開札を実施する。

※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。

７ 入札方法等

(1) 入札書は、一般書留郵便による郵送とし、開札時の立会いは不要とする。提出場

所への持参又は電送によるものは受け付けない。

(2) 10（2）に示すとおり開札結果をファクシミリにより通知するので、入札書中に、

開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番

号を記入すること。

(3) 郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。

(4) 中封筒には、入札書及び入札根拠資料のみを入れること。また、入札書に必要事

項を記入のうえ、押印（代表者若しくは代表者から独立行政法人都市再生機構業務

受託者株式会社ＵＲコミュニティ千里住まいセンターが発注する業務における入

札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名

押印すること。なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任

状が必要である。）したものを中封筒に入れ、封をして割印し、業務名、入札日時

及び入札企業名を明記すること。

(5) 表封筒は必要事項を記入の上、（4）の中封筒を入れ、封をして割印し、郵送する

こと。



(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(7) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

なお、２回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等に

ついては、１回目の入札と同様に(1)から(6)による。

(8) 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。

８ 入札保証金及び契約保証金 免除

９ 入札の無効

本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び技術資料に虚

偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関す

る条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合に

は落札決定を取り消す。

なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時にお

いて２ 競争参加資格等に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当す

る。

10 落札者の決定方法

(1) 上記５(3)③による。

(2) 開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ

番号」までファクシミリの送信により通知する。

(3) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額（「調査基準

価格」という。）を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。

  調査基準価格＝予定価格×７／10

低入札価格調査の内容については以下のとおり

・その価格により入札した理由（必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。）

・契約対象団地近辺における請負状況

・集合住宅における雑排水管等清掃業務の請負状況

・契約対象団地と入札者の事務所の関連（地理的条件）

・業務従事者の具体的配置見通し

・独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）発注業務の過去の実績（他

支社等の発注分を含む。）

・経営状況

・その他必要な事項



11 手続における交渉の有無 無

12 契約書作成の要否等

別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

13 支払条件

   別冊契約書案のとおり

14 関連情報を入手するための照会窓口

２（2）③に同じ。

15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」（平成 22年 12 月７日閣議決定）において、「独立行政法人と 一定の関係を有

する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取

引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところです。

これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホーム ページで

公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上

で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願

いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみな

しますので、ご了承願います。

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協

力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことが

あり得ますので、ご了承願います。

（1）公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている

こと

② 機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課

長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等と

して再就職していること

（2）公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の

名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を

公表します。

① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（機構ＯＢ）の人数、職名及び

機構における最終職名

② 機構との間の取引高



③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のい

ずれかに該当する旨 ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満

又は３分の２以上

④ １者応札又は１者応募である場合はその旨

（3）当方に提供していただく情報

① 契約締結日時点で在職している機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び

機構における最終職名等）

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高

（4）公表日

契約締結日の翌日から起算して 72日以内

16 入札結果の公表について

「ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務」の公募手続については、当社が管轄する各住ま

いセンターにおいて同時期に複数公募していることから、全地区における全件の入札が

完了したのち、公表することとする。

17 その他の手続き等

(1) 業務請負契約等の締結等

５(3)③により請負者として決定されたときは、速やかに当社との間に業務請負

契約を締結し、併せて、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結すること。

(2) 業務の引継ぎ等について

業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施す

るものとし、当該業務引継等に要する費用については、業務請負者が負担すること。

① 業務の開始時

   (1)の契約締結後、平成 30 年９月 30 日までの間に、当社が指定する現在の業務

請負者から業務の引継を受けること。なお、必要に応じて当社が業務説明を行う

場合があるので、出席すること。

  ② 契約の終了時

契約の終了にあたっては、当社が指定する新たな業務請負者への業務引継ぎを遅

滞なく確実に実施するものとする。

(3) 業務の実施状況の評価

当社は、原則として年度初めに業務実績の評価を実施し、日常における業務の実

施状況等も踏まえ、その結果を通知する。この評価の結果及びその後の是正状況に

よっては、今後、業務発注時に価格以外の評価項目として使用し、契約期間中であ

っても契約を解除する場合がある。

(4) 上記(3)により契約解除された者は、その程度に応じて指名停止措置等を講じる

ので特に留意すること。

(5)  その他

① 入札参加者は、４ 入札心得書及び別冊契約書７ 単価契約書案を熟読し、入



札心得を遵守すること。

② 申請書及び技術資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び技術資料を

無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

③ 落札者は、申請書及び技術資料に記載した配置予定の管理者等を当該業務に配置

すること。

(6)  公示から業務開始までのスケジュール

平成 30年４月６日（金）申請書及び技術資料受付（～５月 31日）

            質問書受付（～７月２日）

入札説明書交付（～７月 17日）

平成 30 年６月 11日（月）競争参加資格の確認通知

平成 30年７月 13日（金）入札書提出期限

平成 30年７月 17日（火）開札、業務請負者の決定

平成 30年７月下旬  業務請負契約締結

平成 30年８月上旬  業務説明、引継ぎ等開始

≪追加公募となった場合≫

平成 30年７月 17日（火） 申請書及び技術資料受付（～７月 31日）

             質問書受付（～９月３日）

             入札説明書交付（～９月 14日）

平成 30 年８月 10日（金） 競争参加資格の確認通知

平成 30年９月 12日（水） 入札書提出期限

平成 30年９月 14日（金） 開札、業務請負者の決定

平成 30年９月下旬    業務請負契約締結、業務説明、引継等開始

平成 30年 10 月１日（月） 業務開始

以 上



２ 競争参加資格等

１ 競争参加資格

(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。

イ 当該契約を締結する能力を有しない者

ロ 破産者で復権を得ない者

ハ 入札書受領期限の日から起算して２年前の日以降において、次の掲げる者の一に

該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についても

また同様とする。

(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした者

(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を

得るために連合した者

(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(ヘ) (イ)～(ホ)に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に

当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(ト) (イ)～(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者

(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者

(リ) 不誠実な入札又は見積りをなしたと認められる者

ニ 競争参加資格確認申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間

に、独立行政法人都市再生機構西日本支社から本件業務の実施場所を含む区域を措

置対象区域とする指名停止の通知を受けている者

ホ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法等

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者。（一般競争参加資格の再認定を

受けた者を除く。）

ヘ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人

に属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと当社

が認める者

ト 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者（詳細

は、機構ＨＰ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準

契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支

配する者又はこれに準ずる者を参照）

(2) 次の要件をすべて満たしていること。

イ 技術資料提出時点で、平成 29・30 年度独立行政法人都市再生機構西日本支社物

品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有

すると認定された者であること。

ロ 平成 20 年度以降に、３年間以上継続して「合わせて 300 戸以上の中・高層集合



住宅」の雑排水管清掃業務の請負経験（※）を有していること。

※「排水管清掃業務の請負経験」：次の①又は②のいずれかを指す。

①排水管清掃業務を実施した請負経験（下請けでの請負経験も含む）

②マンション管理業の登録（マンションの管理の適正化の推進に関する法律〔平成 12 年法律第

149 号〕第 44 条の登録）を受けている者が、管理組合から管理事務（同法第 2条第 6号に規定

する事務）及び排水管清掃業務を一括で受託し、管理事務を自ら行い、設備管理業務のみを第

三者に委託することで実施した請負経験。

ハ 建築物環境衛生管理技術者又は排水管清掃監督者の資格を有した管理技術者を

当該業務に配置できること（業務開始前までに申請者と直接的な雇用関係があるこ

とを要する）。また、機構の他業務の管理技術者等と兼任できるものとする（法的

に専任を求められる技術者を除く）。

ニ 居住者からの排水管詰まり及び排水管不良等による溢水、漏水における事故等の

通報を受けてから、速やかに出動可能な緊急事故処理体制を有すること（自社によ

る体制であるか否かを問わない）。

ホ 排水管詰まり及び排水管不良等による溢水、漏水が階下に生じた場合に漏電検査

（電気工事士を有する者）が速やかに実施できる者であること。（自社による体制

であるか否かを問わない）。

ヘ 労働基準法、最低賃金法等の労働関係法規を遵守し、労働保険に加入している者

であること。

(3) 共同企業体として参加する場合

上記(1)、 (2)イの要件を満たしている者により構成される共同体であって、共同

体として(2)ロ～ヘの各要件を満たし、機構から本業務にかかる共同体としての競争

参加資格の認定を受けている者であること。

２ 競争参加者に求められる義務

(1) この一般競争に参加を希望する者は、本説明書に示す競争参加資格確認申請書

及び技術資料を作成し、申請書等の受領期限までに提出しなければならない。また、

発注者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(2) 作成した申請書等は当社において技術審査するものとし、本説明書に示した競争

参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものと

する。

以 上



４ 入札心得書

入札心得書（物品購入等）

（目的）

第１条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

（以下「当社」という。）が締結するＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務（千

里津雲台団地他13団地）の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札

その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定

めるところにより行う。

（入札等）

第２条 一般競争に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、

入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札

しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき

疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。

２ 入札書は、書留郵便をもって提出するものとする。封筒は二重封筒とし

て、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日を記載した中

封筒に入札書及び入札根拠資料のみを入れ、入札書の提出期限までに発注

者あての親書で提出しなければならない。

３ 前項の入札書は、入札書の提出期限までに到着しないものは無効とする。

４ 入札参加者等が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しな

ければならない。

５ 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他

の入札参加者等の代理をすることはできない。

６ 入札書には、総額を記載するものとし、入札説明書に示す入札根拠資料

を添付するものとする。

７ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、

入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金

額を入札書に記載すること。

８ 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又は

これに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓

約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。

（入札の辞退）

第２条の２ 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札

を辞退することができる。

２ 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げる

ところにより申し出るものとする。



一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持

参し、又は郵送（入札書の提出期限までに到着するものに限る。）して行

う。

二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入

札を執行する者に直接提出して行う。

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な

取扱いを受けるものではない。

（公正な入札の確保）

第２条の３ 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参

加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価

格を定めなければならない。

３ 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格

等を意図的に開示してはならない。

（内訳明細書）

第３条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意し

ておかなければならない。

（入札の取りやめ等）

第４条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、

入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加

者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめる

ことがある。

（入札書の引換の禁止）

第５条 入札参加者等は、入札書を提出した後は、開札又は開封の前後を問

わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。

（入札の無効）

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該

入札に参加することはできない。

一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき

二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき

三 入札金額の記載を訂正したとき

四 入札書の金額と入札根拠資料の金額が一致しないとき

五 入札根拠資料の計算金額が一致しないとき

六 入札者（代理人を含む。）の記名押印のないとき又は記名（法人の場

合はその名称及び代表者の記名）の判然としないとき

七 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金

額をもって入札を行ったとき

八 １人で同時に２通以上の入札書をもって入札を行ったとき

九 明らかに連合によると認められるとき



十 第２条第第７項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認め

られるとき。

十一 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に

関する必要な条件を具備していないとき

（開札等）

第７条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が

通知した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の

立会いは不要とする。

２ 開札等結果は、入札書に記載された「開札結果通知先」に通知する。

（落札者の決定）

第８条 落札者の決定は、技術資料と入札価格を総合的に評価して行う。開

札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者

を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、そ

の者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると

認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満た

した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

２ 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行

がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければな

らない。

（再度の入札）

第９条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を

行うものとする。

２ 前項の再度の入札は、原則として１回を限度とする。

（同価の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定）

第10条 総合評価による算出方法にて落札となるべき同じ評価点の者が２

人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札

者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者が

あるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて

落札者を決定するものとする。

（入札参加者の制限）

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後２年間競

争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人

として使用する者についてもまた同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に

関して不正の行為があった者

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な

利益を得るために連合した者

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者


